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ウィッグ等の購入費用の一部を助成
がん治療に伴う生活上の不安を緩和します

　町では、がん治療に伴う外見の変化を受けた方に、生活上の不安を緩和し、生活の質の向上を図るた
め、ウィッグ、エピテーゼおよび胸部補整具の購入費用の一部を助成する「鹿部町アピアランスケア助
成事業」を実施しています。

○対象者
　申請時に鹿部町民の方で、がんと診断され、治療歴があり、令和７年４月１日以降にウィッグやエピ
テーゼ、胸部補整具を購入された方

〇助成の対象となる補整具等

　　※各区分で１回を限度に助成します
　　※助成金額は実費とし、各区分の上限までとなります
　　※補整具の附属品並びにケア用品（スタンド、クリーナー、ブラシ等）の経費と購入のための交通費、
　　　郵送費は対象外となります
　　※胸部補整具について、再建手術は対象外となります

○提出書類
　・がんと診断され、治療を受けている、受けていたことを証明する書類の写し（がん治療に関する説明
　　書、治療方針計画書・診断書等）
　・補整具等の品名、購入日、金額、購入者の氏名が記載された領収証の写し
　・申請者の本人確認証の写し
　・振込先金融機関口座がわかるもの
　・鹿部町アピアランスケア助成事業申請書

〇申請方法
　購入した日の翌日から１年以内に、上記書類を役場保健福祉課へ提出してください。

▼お申し込み・お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

助成金額（上限）内容区分
25, 000円ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子ウィッグ
25, 000円体の部位を補整する人工物エピテーゼ
50, 000円補整パッド、補整下着、人工乳房、人工乳頭胸部補整具
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専門職員がチームでサポート
「鹿部町こども家庭センター」を設置しました

　町では、これまで「保健」の面から妊産婦さん
を支えてきた「子育て世代包括支援センター」と、
「福祉」の面からお子さんやご家庭を支えてきた
「子ども家庭総合支援拠点」を統合し、新たに「鹿
部町こども家庭センター」を設置しました。

〇窓口がひとつでスムーズに
　これまで内容によって担当が分かれていました
が、これからはひとつの窓口で、保健師や社会福
祉士などの専門職員がチームとなって対応します。
〇妊娠期から18歳まで切れ目なく
　出産前のご不安から、お子さんの成長に伴う悩
み、自立に向けた相談まで、お子さんの成長段階

に合わせて長く寄り添います。
〇こんなとき、お気軽にご相談ください
　・初めての妊娠・出産で、体調や生活に不安が
　　ある
　・離乳食を食べてくれない、言葉が遅い気がす
　　る
　・子育てにイライラしてしまう、家族のことで
　　悩みがある
　・「どこに相談すればよいかわからない」という
　　ときも、まずはご連絡ください

▼お問い合わせは、鹿部町こども家庭センター（役
　場保健福祉課内：０１３７２－７－５２９１）へ。

鹿部町赤十字奉仕団員も募集
赤十字活動資金にご協力ください

　今年も町内会等を通じて活動資金（社資）をお願
い（募集）しています。
　日本赤十字社では、「人道」理念のもと、命と健
康を守るため、災害時の医療救護活動や平常時の
救護訓練、救護物資の備蓄等のほか、とっさのと
きの手当を学ぶ各種講習の開催、ボランティアの
養成などさまざまな活動を展開しています。
　東日本大震災では北海道支部をはじめ、赤十字
病院、血液センター等から、被災地へ職員やボラ
ンティアを派遣して医療救護活動を行いました。
　また、北海道胆振東部地震災害でも、避難所へ
の救護班の派遣や医療救援、巡回診療を行ってお
り、今年度も組織の総力をあげて支援に取り組ん
でいきます。こうした活動の資金は、義援金や補
助金ではなく皆さんから寄せられる寄付金で賄っ
ています。
　今後の継続的な活動を推進するためには、より

多くの皆さんからのご協力が不可欠となっていま
す。ご理解をいただき活動資金への支援をよろし
くお願いします。

鹿部町役場受付実績（義援金を除く）
令和７年度：634, 443円（令和６年度：489, 500円）

▼お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係（０１
　３７２－７－５２９１）へ。

鹿部町赤十字奉仕団では、さまざまな活動に
参加していただける団員を募集しています。

活動内容
炊き出し訓練、各種ボランティア活動、赤十
字研修会への参加など


